
議案第５号 

関市留守家庭児童教室条例の一部改正について 

関市留守家庭児童教室条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

令和６年２月１９日提出 

            関市長 山 下 清 司     

提案理由 

 留守家庭児童教室の使用料を改定するため、この条例を定めようとする。 



関市留守家庭児童教室条例の一部を改正する条例 

関市留守家庭児童教室条例（平成１５年関市条例第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２その１の表４月から６月まで及び９月から翌年３月までの項中「３，

０００」を「２，０００」に、「４，０００」を「２，５００」に、「５，００

０」を「３，０００」に、「６，５００」を「３，７５０」に改め、同表７月の

項中「４，５００」を「３，０００」に、「６，０００」を「３，７５０」に、

「７，５００」を「４，５００」に、「９，７５０」を「５，６００」に改め、

同表８月の項中「６，０００」を「４，０００」に、「８，０００」を「５，０

００」に、「１０，０００」を「６，０００」に、「１３，０００」を「７，５

００」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表第２その１の規定は、令和６年４月以後の月分として徴収され

る使用料について適用し、同月前の月分として徴収される使用料については、

なお従前の例による。 


